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芦屋はどんなまち？
　市民意識調査、市民と市長の「対話集会」、出張講義・大学生アンケート、転入に関するアン
ケート調査等、後期基本計画の策定にあたり、皆さんの声をいただいています。

若者が集い
楽しめる、賑わい

静かで落ち着いた、
まちの雰囲気

目を引く、
魅力的な建築物

世代を超えてつながる、
交流の機会

守られている、
美しいまちなみ

充実した、子育て
しやすい環境

人のつながりが
希薄化

坂道が多くて
移動が少し大変

趣のある、歴史や文化

先進性と保守性が混在

コンパクトで目配りが
効く規模のまち

気軽に行ける遊び場が
増えてほしい

誰もが健康でいられる、
支援の充実

交通が便利で
利便性が高い
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「文化推進基本計画」とは

「市民参画協働推進計画」とは

各計画について

関連施策の抽出
基本計画

実施計画

基本
構想

計画期間を３年とし毎年更新

前期計画
令和３年－７年

後期計画
令和８年－12年

基本目標達成に向けて、
特に分野横断的に推進する施策

※「教育振興基本計画」は、次期計画の策定は行わず、その基本理念等を本後期基本計画の「子育て・
    教育」分野における施策の中で受け継ぐものとしました。

実施計画は、市行政内部の計画として毎年度検討するため、 総合計画（基本構想・基本計画）の冊子には
掲載していません。

重点プロジェクト

基本目標２基本目標１

目指すべき人口

　総合計画は、市民と行政が目標を共有してまち
づくりを進めるための指針です。
　まちづくりの全体像から実行に移すまでを、基
本構想、基本計画、実施計画として表しています。

「総合計画」とは 「創生総合戦略」とは

　創生総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」 
（平成 26 年 11 月施行）に基づき、特に重要か
つ喫緊の課題である人口減少・少子高齢化へ対
応していくために、課題別計画の一つとして、人
口推計を示したうえで策定しています。 

第5次芦屋市総合計画
第３期芦屋市創生総合戦略

1

　市民参画・協働の観点からまちづくりのあり方
を示し、総合計画の各施策に横断的に関わるこ
とで、市民と行政による住みよいまちづくりを推
進することを目的としています。

3

　芦屋市文化基本条例第８条に基づく「文化の
振興に関する基本的な計画」として、文化政策の
方向性を包括的に示すものです。

4

2

取組施策

人口ビジョン
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芦屋市内で
住み続けたい

今の場所に住み続けたい

86.4%

75,4%

市内の他の場所で
住み続けたい

いずれ市外に
引っ越したい

すでに市外に
引っ越す予定がある
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無回答
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芦屋市の今日と明日

　本市を取り巻く社会情勢は、人口減少と少子高齢化の進
展に伴う社会保障関係経費の増加などにより、今後の財政
運営はさらに厳しさを増すものと考えられます。
　これに加え、多様化する市民ニーズや激甚化する自然災害
への備えも喫緊の課題です。こうした社会情勢の変化に的
確に対応するため、デジタル技術の活用をはじめとする新た
な手法を積極的に取り入れ、市民・事業者・行政が一体と
なって、持続可能で質の高いまちづくりを進めていく必要が
あります。

 住み続けたいまち

人口減少・少子高齢化が進む

財政構造が変化
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キャッチフレーズ

こんなまちを
目指します

　多くの市民の声や想いを聞いて、みんなで共有す
る芦屋市の将来像を定めました。 
　こんなまちの実現を目指していきます。

　国際文化住宅都市として先人が築いてきた芦屋。
　住環境や暮らしに根付く文化、地域のネットワークなど、 芦屋ならではのまちの良さを継承
しながら、みんなで未来を共有し、力を合わせることで、住宅都市としての強みを磨き、さらな
る魅力を創ります。
　人々の笑顔があふれ、誇りを持てるまち、誰もがいきいきと暮らしているまち、「住み続けた
いまち、住んでみたいまち芦屋」を目指します。

人がつながり  誰もが輝く
笑顔あふれる  住宅都市

　笑顔があふれる市民みんなのホームタウ
ンをイメージし、将来像をコンパクトに表現
しました。市民、行政がともに総合計画に関
わり将来像を実現していくためのキャッチフ
レーズです。

ASHIYA
S M I L E
B A S E

芦屋市が目指す将来の姿
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　目指すまちの実現に向けて、これまでのまちづくりを
受け継ぎながら、 持続可能なまちをつくることを基本と
します。そのために大切な３つの視点で計画を組み立て、
取り組んでいきます。

　日本では少子高齢化・人口減少が進み、 その影響が身近に感じられる今日この頃。 例外な
く芦屋市も同じような状況になると想定されます。 
　一方で、人が減っても、社会が変わっても、まちは在り続けます。 
　先人から受け継いだ芦屋のまち。 これまで続く魅力を守り、新たな魅力を増やし、 わくわく
できるまちを次世代につなぎたい。
　この想いを抱くのは、人。そして、想いを実現させるのも人。 市民、企業、地域活動団体、行政
… みんなで知恵と力を出し合って、 時代に応じた取組を進めていきます。

まちづくりの基本方針

未来の創造
持続可能な心弾むまちを未来へつなぐデザイン
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基本方針を構成する３つの視点

人のつながり 基本方針１

　スマートフォン１つで何でもできる便利な時代。 家にいながら、いつでも
だれでも世界とつながれる時代。 情報があふれ、目まぐるしいスピードで技
術が進化し、 生活スタイルが変わり続けるこの時代において、 今まで通りの
つながり方を続けることは難しくなりました。
　コミュニティやつながりが大切にされ、 自治会活動も盛んだった本市で
も、 考え方の変化、担い手不足などで、 地域活動を続けるのは難しいという
話を耳にします。
　しかし、暮らしやまちを豊かにするためには、 人と人とのつながりが必要
であることは変わりません。
　これまでの活動も大切にしながら、 時代や地域、それぞれの生活スタイル
に合った新しい活動のしかたを見つけていくことで、 みんなが力を合わせ
て、 人のつながり・交流がつくられるまちを目指します。

時代に適い、多様に紡がれるネットワーク

視点１

視点２

視点３

暮らしやすさ

　阪神・淡路大震災を経験した芦屋市。 その記憶を受け継ぎながら、 近年
頻発する大規模自然災害に備えて、 安全・安心に暮らせるまちづくりが求め
られています。 コンパクトな都市である芦屋市。 公共交通が発達した便利
な都市ですが、 山があるまち、川があるまち、 歴史深いまち、新しいまち、 
地域に個性があり、暮らす人々もさまざま。 それぞれのニーズに応える必要
があります。 年齢や国籍、様々な背景を持つ人がお互いに認め合い、助け合
いながら、 どんなときにもみんなが安全に安心して生活し、 それぞれのスタ
イルで活躍できる、 そんなまちづくりを進めます。

地域に包まれ安らぎを感じる暮らし

資源

　目に見えるもの、見えないもの、 まちに点在するさまざまな資源。 この資
源こそがまちづくりの素材です。 山と海に囲まれた自然豊かな本市は、 
各時代の舞台となった歴史深いまち。 数多の文化人を生み出し、育てたまち。 
魅力的な資源も多く、 整ったまちなみとそこから生まれる文化が、 本市の
イメージを創ってきました。 ただ、時代の変化とともに、 まちの魅力を熟知
する人が減り、 資源が十分に生かされないことも。 ときには、古き良きもの
と新しい価値観が対立。 洗練された住宅都市として、誇るべきものは何な
のか。 残すべきものは残し、 必要であれば、新たな価値を付加し、 芦屋スタ
イルを進化させる。 それらを活用するとともに、発信することも忘れずに。 
この過程を通じ、 価値創造の好循環を生み出します。

地域資源を生かし、空間を活用する、これまでとこれからの融合
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後期基本計画において重視する３つの要素

　社会の先行きがますます見通しづらくなる中で、第５次総合計画の「第Ⅰ章 基本構想 ３ まちづくりの基
本方針」において定める「未来の創造」に向けた取組を進めていくためには、市民の皆様との「共創」が必要
であり、その担い手である「人」を中心に据えることが、より重要になっていると考えています。なぜなら、ま
ちをつくるのは「人」であり、市民一人ひとりの行動が欠かせないからです。この考えに基づき、後期基本計
画では多様なニーズを持つ市民同士がつながる仕組みづくりを推進し、世代や属性を問わず、こどもから高
齢者、障がいのある人、外国人市民など、幅広い市民と地域団体・事業者が互いに支え合い、市民一人ひとり
が主役として参画・協働する、住みよいまちづくりをめざします。 また、このようなまちづくりをめざすとと
もに、昨今の急激な人口減少や多様化、デジタル化の進展といった社会変化の中で、市民一人ひとりが生き
生きとし、地域に活力がある持続可能なまちとするには、「学び」、 「文化」、「協働」の３つの要素を、本市の
各種施策すべてに共通する観点として取り組んでいくことが必要だと考えます。

学び

文化

第５次
芦屋市総合計画
後期基本計画

協働

　後期基本計画において重視する３つの要素は、それぞれを下記のものとして位置づけ、様々な
施策に共通する観点として各種施策に取り組んでいきます。

学 び
　市民一人ひとりの生涯にわた
る成長を促し、多様な人々と学
びあう中で変化の激しい社会
に対応するための関係性を培い、
未来を切り拓く力を育む基盤

　地域の魅力を高め、市民の誇
りや愛着を醸成し、人の交流と
地域の活性化をもたらす活力
の基盤

文 化

　様々な課題解決や新たな取
組に向けたまちづくりの基盤

協 働
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　目指すまちの姿の実現に向けて、６つの施策分野
ごとに施策目標を設定し、取り組んでいきます。

　SDGs（持続可能な開発目標）は、令和12年（2030年）
までに達成すべき国際目標で、誰一人取り残さない
社会の実現のために、17のゴール（目標）と169の
ターゲット（具体目標）で構成されています。
　本市でも、各施策分野にSDGsを関連付けて、
まちづくりを進めていきます。

子育て・教育

後期基本計画の施策体系

01

誰もが安心して生み育てら
れる環境が充実している

将来像を
実現するために
こんな取組を
進めます

未来への道を切り拓く力が
育っている

住宅都市の魅力が受け継が
れ、高められている

持続可能なインフラ整備が
進んでいる

生涯を通じた学びの文化が
醸成されている

福祉健康
02

あらゆる人が心地よく暮ら
せるまちづくりが進んでいる

健康になるまちづくりが進
んでいる

市民生活
03

良好な生活環境が整い魅力
的な暮らしが創出されている

安全安心
04

災害に強いまちづくりが進
んでいる

日常の安全安心が確保され
ている

都市基盤
05

行政経営
06

協働の意欲が高まり市民主
体のまちづくりが進んでいる

人口減少社会に対応した健
全で効果的な行財政運営が
行われている

急速な社会変化に対応でき
る組織になっている
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基本
施策

　一定数存在する入所待ち児童、市立幼稚園園児数の減少、多様化する子育てニーズへの対応強化が必要です。
　就学前教育・保育施設の環境整備・適正配置を進め、放課後の居場所としての機能を充実させ、多様な体験活動
を拡充します。また、虐待防止・早期対応の連携体制強化や、妊娠期からの切れ目ない支援の充実を図ります。

● 仕事と子育てを両立できる環境整備を進めます
● こどもの命と健康が守られ、安心して子育てできる環境をつくります

誰もが安心して生み育てられる
環境が充実している

施策目標 1

子育て・教育
施策分野 1

基本
施策

　いじめの未然防止・早期対応、児童生徒の学習意欲・自己肯定感の低下や登校しづらい児童生徒の増加への
支援強化、日本語支援体制の整備が求められています。
　こどもとの対話を重視し、いじめ防止や現代的社会問題への連携を強化します。また、教職員の業務改善を進
め、こどもたちと向き合う時間を確保し、インクルーシブ教育や「ちょうどの学び」の推進を図るとともに、ＩＣＴを
活用した質の高い教育環境を整備します。

● こどもや若者の健全な成長を支えます
● 就学前教育・保育施設、学校、家庭、地域が連携・協働し、未来を見据えた教育環境を整えます

未来への道を
切り拓く力が育っている

施策目標 2

基本
施策

　コロナ禍による文化的活動の停滞からの再活性化、生涯学習における知の循環推進、図書館利用者減少への対
応、こどもの読書活動の充実が必要です。
　文化振興と地域活性化を一体的に推進し、誰もが文化的活動に参加できる機会を創出します。また、歴史的資源
の保存活用、スポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の確保、生涯にわたる読書環境の整備、市民による学びの仕組
みづくりを支援します。

● 文化の力を活かした魅力的なまちづくりを進めます
● 市民による学びの仕組みづくりを進めます

生涯を通じた学びの文化が醸成されている

施策目標 3
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基本
施策

　高齢者の活動機会の減少への対応、健康無関心層が参加しやすい健康づくり促進の仕組み構築、感染症に対す
る平常時からの予防対策と啓発が必要です。
　高齢者の介護予防や社会参画の場の充実を推進します。また、特定健診・がん検診の受診率向上やポイント制度
活用など、市民が気軽に健康づくりに取り組める仕組みを構築します。さらに、感染症予防対策と市立芦屋病院と
連携した医療提供体制を充実させます。

● 市民の健康づくりを促し、いつまでも自分らしくいきいきと過ごすことができる取組を進めます

健康になるまちづくりが進んでいる

施策目標 5

基本
施策

　コロナ禍で加速した地域のつながりの希薄化や、複合的な課題に対応する重層的な支援体制の充実が重要です。
　重層的支援体制の構築を強化し、地域福祉ネットワークを推進します。また、孤立・困窮している人や高齢者への
支援を充実させ、障がいへの理解促進と活躍の場づくりを推進します。さらに、男女共同参画、多文化共生、人権啓
発を通じて、平和と人権が尊重される社会を目指します。

● 地域共生社会の実現に向けた協働の体制づくりを進めます
● 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めます
● 平和と人権が尊重され、誰もが活躍できる社会の実現を目指します

あらゆる人が心地よく暮らせる
まちづくりが進んでいる

施策目標４

福祉健康
施策分野 2
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基本
施策

　まちの清潔さ維持の意識醸成、脱炭素・3R推進によるごみ減量化、地域経済の活性化、デジタル技術を活用した
行政サービスの利便性向上が課題です。
　市民マナー条例に基づき清潔なまちづくりを推進し、プラスチック再資源化などで資源循環を促進します。
また、創業支援や文化的資源を活用した魅力発信で地域経済を活性化し、デジタル技術を活用したオンライン手
続の充実など業務変革により行政サービスの利便性向上を図ります。

この計画では、市民　市民参画　協働　という言葉を、
次のように定義し、使用しています。

● 清潔なまちを協働で維持する取組を進めます
● 環境へ配慮した都市生活の仕組みを築き、意識を高めます
● 本市の特性に合った地域経済の活性化を目指します
● 行政サービスの利便性を高めます

良好な生活環境が整い
魅力的な暮らしが創出されている

施策目標 6

市民生活
施策分野3

芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例

市内に在住、在勤及び在学する個人並びに市内で活動する法人その他の団体をいいます。

市民 とは

市民及び市がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、
補完し、協力することをいいます。

協働 とは

市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案、実施
及び評価の過程に参加することをいいます。

市民参画 とは



│ こんな取組を進めます13

　手口が多様化する特殊詐欺の増加、消費生活トラブルの複雑化、救急件数増加による現場到着時間の延伸への
対応が必要です。
　関係機関と連携し、特殊詐欺防止を含む犯罪防止対策や消費者力向上支援に取り組みます。また、交通安全の
ため、通学路点検や警察と連携した違法駐車対策、自転車を含む交通ルールの啓発に取り組みます。さらに、救急
車の適正利用啓発と、市立芦屋病院と連携した救急・地域医療体制の充実を図ります。

日常の安全安心が確保されている

施策目標８

　大規模災害頻発への備え強化、被災からの早期回復の仕組み構築、防災施設の適切な維持管理、消防団入団者
の確保が求められます。
　自助・共助・公助の連携を強化し、地区防災計画策定支援や要配慮者支援を推進するとともに、SNSを活用した
防災に関する情報発信を充実させます。また、住宅耐震改修の促進、避難所等の防災機能強化、無電柱化を計画的
に推進します。

● 自助、共助、公助の連携により、災害に備えます
● まちの防災力を発揮します

基本
施策

● 地域などと連携し防犯・消費者力の向上に取り組みます
● 交通ルールを守る意識を高め、歩きやすいまちとなるよう取り組みます
● 誰もが安心して適切な医療を受けられる地域を目指します

災害に強いまちづくりが
進んでいる

施策目標７

安全安心
施策分野 4

基本
施策
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　高度経済成長期に整備された多くの公共施設やインフラの老朽化対策、ごみ収集パイプラインの代替検討、南
北移動の課題解消と公共交通ネットワークの維持・充実が必要です。
　橋梁や道路、上下水道施設の計画的な保全や耐震化を進めます。また、ごみ処理施設の安定運用と広域処理の
協議、JR芦屋駅南地区再開発を推進します。さらに、道路ネットワークの形成や、公共交通ネットワークの充実に取
り組みます。

持続可能なインフラ整備が進んでいる

施策目標 10

　人口減少下でのまちの持続的発展、景観維持、マンションの老朽化対策と管理適正化が重要です。
　都市機能が集まる拠点と住宅地との円滑なネットワークによる都市構造形成を検討し、良質な景観誘導や「緑の
質」向上に取り組みます。また、ユニバーサルデザインの推進、公共空間の活用促進、市営住宅のあり方検討、住宅ス
トックの効果的活用とマンション管理の適正化を推進します。 

● 住宅都市の魅力を高め、持続可能な都市づくりを進めます
● みどり豊かな美しいまちづくりを進めます
● 地域の価値を高める公共空間の活用を進めます
● 住宅都市の魅力を高め、良質な住宅ストックを次世代へ継承します

基本
施策

● 持続可能な交通インフラを保全します（道路・橋梁）
● 持続可能な生活インフラを保全します（上下水道・ごみ処理施設）
● 市内交通の円滑化に向けて取り組みます

住宅都市の魅力が受け継がれ、
高められている

施策目標 9

都市基盤
施策分野 5

基本
施策
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● 多様な主体が協働してまちづくりを行える環境を整備します
● 効果的・効率的な情報共有に努めます

　人口減少等社会の変化に対応するため、多様な主体によるまちづくりの活動の活性化や、市の魅力発信に繋が
る情報発信に取り組む必要があります。
　市民参画・協働の理解促進と参画機会の充実を図り、まちづくり人材の発掘・育成や、多様な主体が連携し課題
解決を図る仕組みを構築します。また、時代に合った媒体を活用した情報発信を充実させ、行政情報のオープン
データ化を推進します。

協働の意欲が高まり
市民主体のまちづくりが進んでいる

施策目標 11

行政経営
施策分野６

施策目標 12

基本
施策

　歳出増加への対応と歳入確保に向けた取組、公共施設の最適配置における市民との協議と情報発信が必要です。
　適切な評価に基づく事業見直しと、行財政改革を通じた多様な手法による歳入確保、健全な財政運営を推進し
ます。また、官民連携により公共施設のライフサイクルコストを縮減し、公共施設等総合管理計画に基づき統廃合・
複合化などによる最適配置を進めます。

● 長期的視点に立った行財政改革を行います
● 持続可能な行政サービスの提供に向け、官民に捉われない施設の効率的な運営や最適な配置
　 を進めます

人口減少社会に対応した
健全で効果的な行財政運営が行われている

基本
施策

基本
施策

施策目標 13

　前例踏襲からの脱却、柔軟でスピード感ある課題解決能力の育成、効率的行政運営のための組織体制整備が求め
られています。
　民間事業者など多様な主体との連携を強化し、デジタル技術活用や庁内の「協同」を通じて業務改善・効率化に取
り組みます。また、「働き方改革」を進め、職員が能力を最大限に発揮できる柔軟な働き方や、自ら考え行動する職員
を育成する仕組みづくりを推進します。 

● 不確実性が高まる社会に適応できる行政運営を行います
● 職員が能力を発揮し、効率的な行政運営を行えるよう、「働き方改革」を進めます

急速な社会変化に対応できる組織になっている

第４次芦屋市
市民参画協働
推進計画
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人口減少の緩和
人口減少への適応

　第２期創生総合戦略の戦略期間から引き続き、人口の減少が続いています。
そういった人口減少の状況に適応し、本市が、住みたくなる・住み続けたい魅
力的なまちとして持続的に発展していくために、第２期創生総合戦略の方向
性を引き継ぎつつ、行政のみならず市民、地域団体、事業者等の多様な主体の
連携・協働を推進し、それぞれの強みを活かしたまちづくりに取り組みます。

　市民、地域団体、NPO、行政など多様な主体が
つながる力を発揮、連携しながら、こどもや子育
て家庭のそれぞれの状況に応じた切れ目のない
支援や、仕事と子育てを両立できる環境の整備、
こどもたちが未来を自ら切り拓くための質の高
い教育機会の提供を図ります。

　本市でいちばん大きな課題といえる人口減少・少
子高齢化に対応していくため、「第３期芦屋市創生総
合戦略」を策定しました。
　この戦略は総合計画の一部として一緒に進めてい
きます。

 基本目標１  基本目標2

令和4２年（2060年）に80,000人以上

基本的な考え方

目指す人口

子育ての希望をかなえ、 
未来を拓く公正で
最適な学びを進める

 重点プロジェクト

目標を達成するために、分野を超えて重点的に推進する取組

　自然豊かな環境と優れた交通アクセスに恵ま
れた本市は、引き継いできた美しい景観を大切に
しながら、より安全で魅力的なまちへと発展させ
ていきます。互いの違いを認めつつ、まちづくり
の担い手を育み、だれ一人取り残さない地域社会
の実現を目指します。また、いかなる災害からも
市民の安全を確保し、強く・柔軟な対応力を持つ
都市機能の強化を図ります。

災害への強く・柔軟な
対応力を有し、人がつな
がり活躍できる魅力的な
住宅都市を創造する

人口減少・
少子高齢化に
対応します
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多様なこどもの居場所

地域の事業所から
働くことの意味を学ぶ

妊娠期から
子育て期まで
切れ目ない支援

親子で楽しめる
イベント

地域でこどもを
見守る

質の高い教育・
保育環境の充実

特色のある教育・保育

安心安全で質の高い
給食・食育

芦
屋
の
子
育
て

を
増
や
す

イイネ！

芦屋のみんなで子育てを応援する
重点プロジェクト1

コンセプト

　魅力的な子育て環境と「こどもまんなか社会」の実現に向け、地域や事業者などの関係者と連
携しながら、ニーズに応じた多様な子育て支援サービス、こどもや子育て家庭に寄り添った悩み
や不安への対応、こどもの健やかな成長を促す教育や保育の提供など、妊娠期から子育て期まで
の切れ目ない支援を進めます。
　また、本市の教育では、一人ひとりの個性や特性、興味関心、理解度等を踏まえた、一人ひとりに
公正で最適な学び（ちょうどの学び）を推進します。
　さらに、子育て支援サービスや教育を中心に、芦屋の多様な主体による子育てを応援する取組
を市民に分かりやすく伝え、「みんなで子育てを応援してくれるまち」として、本市の魅力をさらに
高めていきます。

子育ての希望をかなえ、未来を拓く公正で最適な学びを進める
 基本目標１

コンセプト
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住民やまちに
関わる人たち

個人・所属に
還元

企業
団体

学校

行政

現在の取組 目的に応じた様々な連携でチャレンジ

芦屋の未来へ、
多様なつながりで
新たなまちのチャレンジ

重点プロジェクト2

みんなのつどい場

芦屋で集い、語り、つながる
“あったらいいな”の居場所

を見つける

こえる場！

共生のまちづくりに向け
様々な事業者・団体と連携

ASHIYA RESUME

芦屋の女性がつながり、
自分らしく活躍する

幅広い世代の
活動的な市民

チームで
目標達成に
チャレンジ

防災総合訓練

地域の防災活動との連携を
通して、災害を正しく知り、

正しく恐れる

コンセプト

　まちに愛着のある市民、企業、団体や地域と多様に関わる人 （々関係人口）等がつながりをもつ
機会や場を増やし、時代の変化やそれぞれの課題に応じた協働を促進させる人材を発掘・育成し
ます。そして、多様な主体が集う相乗効果により、新たな可能性の発見や地域の課題解決を達成
することで、より暮らしやすいまちの実現を目指します。

災害への強く・柔軟な対応力を有し、人がつながり活躍できる魅力的な住宅都市を創造する
 基本目標２

コンセプト
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JR芦屋

阪 急
芦屋川

阪神打出阪神芦屋

コンセプト

　公共施設等総合管理計画に基づく施設の再配置にあたっては、将来にわたる施設利活用を踏
まえ、縮小しながら充実させていく「縮充※」の概念を取り入れるとともに、エリアマネジメントの
視点で取組を進めます。
　また、本市の中心拠点であるJR芦屋駅周辺と阪神芦屋駅周辺を結ぶ個性的な店舗などが緩や
かに集まる地区と魅力的な景観が広がる芦屋川沿いをブランディングエリアとして、地域・事業
者・行政など多様な主体が連携して公共空間の利活用を進め、活性化に取り組んでいます。
　JR芦屋駅南地区再開発事業との連動、エリア内の歴史的建造物など文化的な資源の活用とと
もに、起業や市民活動を支援し、賑わいや自己実現の場などをデザインすることに併せて、市内回
遊性を高め、市全体への効果の波及を目指します。　

災害への強く・柔軟な対応力を有し、人がつながり活躍できる魅力的な住宅都市を創造する
 基本目標２

コンセプト

ともに進める
エリアマネジメント

重点プロジェクト3

芦屋市商工会コワーキング

フリーランスや中小事業者が
交流し、新たな価値を生み出
す場

あしや市民活動センター

中心拠点

中心拠点

情報の共有やネットワークを
支援する協働の拠点

旧宮塚町住宅

クリエイティブな人材の育成と、
地域の賑わい創出

現在取り組んでいる

宮塚公園

市民による地域交流活動の推進

Branding Area
新たな

エリアマネジメントの推進

JR 芦屋駅南地区
再開発事業
との連携

※縮充：人口や税収が縮小しながらも地域の営みや住民の生活が充実したものになっていくこと。
　　　 ここでは施設は縮小するものの、機能やサービスを充実させること。
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自然に恵まれた、人が心豊かに生きる
ことのできるまちを目指して

第３次芦屋市文化推進基本計画

　第３次芦屋市文化推進基本計画は、第５次芦屋市総合計画及び各行政分野の計画と整合性を図りなが
ら、芦屋市文化基本条例第８条に基づく「文化に関する基本的な計画」として、文化政策の方向性を包括的
に示すものです。
　また、文化と他分野の施策との連携を深め、文化の力を活かした魅力的なまちづくりを目指すため、本計
画は、第５次芦屋市総合計画後期基本計画と一体的に策定することとしました。

ゆとりや潤いなどの実感できる心豊かな市民生活の実現
文化振興と地域活性化を一体的に推進し、文化の力を活かしたまちづくりの実現

❶
❷

 基本方針１

① 誰もが文化を身近に楽しめる仕組みづくり
② 文化活動を通じた地域のつながりづくり
③ ユニバーサル社会づくりを目指した生涯学習活動の振興
④ 文化ゾーンの活性化と各種施設の有効活用
⑤ 文化芸術を行う団体への支援

全ての人のライフステージに文化が行き届く文化政策の推進 重点取組項目１

 基本方針１

① 豊かな情操を育む体験活動の推進
② 多文化共生における理解や意識向上
③ 地域社会とのつながりによる文化芸術体験の機会の充実

未来を切り拓くこどもたちへ向けた文化政策の推進 重点取組項目２

 基本方針１

① 暮らしに根ざした多文化共生と文化交流のまちづくり
② みどり豊かな美しいまちづくり
③ 読書のまちづくりの推進 
④ 近代建築をはじめとする歴史文化遺産の保存と活用の推進
⑤ 文化を通じたまちの魅力の情報発信の強化

芦屋文化を活かした戦略的なまちづくり 重点取組項目３

基本目標
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芦屋市の今後５年間の文化政策の方向性

　こどもから高齢者、障がいのある人、外国人市民など、誰もが年齢や立場に関わらず、文化活動に参加し
やすい環境を整えることが必要です。
　そのために、文化活動を通じた人々の繋がりや居場所の創出、まちの魅力創造・発信など、文化と他分野
の施策との連携を深め、文化の力を活かした魅力的なまちづくりを目指します。

全ての人のライフステージに
文化が行き届く文化政策の推進

①誰もが文化を身近に楽しめる仕組みづくり
　年齢や立場、国籍などに関わらず、誰もが等しく文化
芸術活動に参加することにより、文化芸術への関心や
理解を深めることができるよう、身近に文化芸術に触れ、
楽しむことのできる機会の創出を推進します。

②文化活動を通じた地域のつながりづくり
　市民が地域で日常的に文化芸術に触れ、親しむこと
ができるよう文化活動を通じた地域のつながりづくり
に取り組みます。地域の様々な課題に対して文化振興
と地域活性化を一体的に進めることで、文化を生み出
す担い手づくりに取り組みます。

③ユニバーサル社会づくりを目指した
　生涯学習活動の振興
　多様な価値観や考えが尊重される中で、生涯学習を
通じた交流を広げ、年齢や立場に関わらず誰もが安心
して文化や学びに触れることが出来る環境づくりを推
進します。

⑤文化芸術を行う団体への支援
　市民の文化芸術活動が活発に行われるよう支援する
ほか、行政や財団等の様々な補助金や助成金の制度の
周知により、文化芸術活動への参画を促し、活動の機
会の創出を促進します。

※文化ゾーン：美術博物館・谷崎潤一郎記念館・図書館が隣接し、芦屋
　　　　　　　文化ゾーンと呼ばれる複合文化施設を形成している。

④文化ゾーンの活性化と各種施設の有効活用
　市民が気軽に訪れやすいイベントや文化活動事業を
文化ゾーン※の３館や各種施設が連携・協力して実
施し、文化芸術活動に親しむ鑑賞や体験の場を提供し
ます。

重点取組項目１
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未来を切り拓くこどもたちへ向けた
文化政策の推進

①豊かな情操を育む体験活動の推進

②多文化共生における理解や意識向上

③地域社会とのつながりによる
     文化芸術体験の機会の充実

　次世代を担う人材の育成を目的とした豊かな文化芸
術教育の充実を図るため、体験学習や芸術鑑賞、地域
に根ざした歴史文化遺産への理解を深める機会を提
供し、食育の推進や学校図書のさらなる活用に取り組
むことで、豊かな感性と創造力を育みます。

　幼少期から多様な文化や価値観への理解を深め、
互いを尊重し合う意識を育むことで、相互理解や意識
の向上を図ります。さらに、こどもだけでなく保護者に
対してもその重要性について理解を深めてもらうた
め、関係機関と連携し意識の醸成に努めます。

　地域社会において文化芸術活動に親しむ機会の確
保・充実を図り、こどもたちが生涯にわたって文化芸術
と豊かに関わることができるよう、コミュニティ・ス
クールの活動等に加えて中学校部活動の地域展開な
ど取組を進めます。こどもたちが地域にある文化芸術
の大切さを知り、文化活動を行うことで、地域における
伝承の機会の充実を図ります。

芦屋文化を活かした戦略的なまちづくり
①暮らしに根ざした多文化共生と
    文化交流のまちづくり
　芦屋の暮らしに根ざした文化資源の保存活用を効果
的に行うことで、文化交流のある魅力的なまちづくり
を推進します。また、多様な文化的背景をもつ市民が交
流し、様々な文化や価値観への理解を深め、互いを尊
重し合う意識を育んでいきます。

②みどり豊かな美しいまちづくり
　芦屋の文化資源を有効活用し、「国際文化住宅都市」
である芦屋らしいみどり豊かな美しい住環境を将来に
わたって守り、育んでいきます。また、庭園都市ならで
はの一体的なまちづくりを進め、市民の誇りとなる芦
屋の魅力の醸成を図ります。

④近代建築をはじめとする歴史文化遺産の
　保存と活用の推進
　かけがえのない歴史文化遺産を次世代へと継承す
るために、市民と店舗や事業者等と連携して、その価値
や魅力を積極的に発信します。歴史文化遺産に触れ、
身近に感じる機会を創出することで、その価値を理解し、
守り、活用できる環境を整えることが重要です。

③読書のまちづくりの推進
　市民が読書に親しみ、学ぶことができるような取組
を推進します。また、日頃図書館に赴くことのできない
方に対しても、ITの活用によって読書をより身近に感じ
ることができる環境の整備を推進します。

⑤文化を通じたまちの魅力の情報発信の強化
　幅広く市民に情報が行き届くように、誰もが知りた
い情報を容易に得ることができるよう映像や音声、多
言語による情報発信などを行うことで、文化に触れる
機会の充実を図ります。

重点取組項目３

重点取組項目２
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